
燃料費の上昇分の負担を拒むと

法令違反と なる 恐れがあり ます！！

運送委託者が運送事業者から 燃料費等の上昇コスト を運賃・ 料金に反映

すること を求めら れたにも かかわらず、　運賃・ 料金を不当に据え置く こと

は、 下請法・ 独占禁止法に違反する恐れがあります。 また、 貨物自動車

運送事業法による 荷主等に対する「 働き かけ」「 要請」「 勧告・ 公表」

の対象と なります。

こ んな取引を目指し まし ょ う ！

●運送事業者と 定期的に協議し 、運賃・ 料金を見直し ましょう 。

●急激な燃料価格上昇など突発的な事態に際し ては、 随時、 協議により 運賃・

　 料金を見直し ましょう 。

安定的な輸送を確保するためには、標準的な運賃※と 燃料サーチャージ等、

適正な運賃・ 料金の収受が必要です。

燃料サーチャ ージ と は、燃料等

の価格の上昇・ 下落によ る コ ス

ト の増減分を 別建ての運賃と し

て設定する制度です。

政府はエネルギーコスト などの上昇を踏まえた
価格転嫁対策に全力で取り 組んでいく ことになりました

～適正な運賃・ 料金の収受、燃料サーチャージにご理解を！！～

政府では、成長と 分配の好循環を実現するため、地域経済の雇用

を 支える 中小企業が適切に価格転嫁を 行い、適正な利益を 得ら

れるよう 、環境整備を 行う こと と し 、「 パート ナーシッ プによる 価

値創造のための転嫁円滑化施策パッ ケージ」※を策定し まし た。

その中で、「 違反行為情報提供フォーム」 を設置し 、買いたたきな

どの違反行為が疑われる情報を積極的に収集し ています。

荷主の皆様には、「 パート ナーシッ プの構築」、「 取引慣行や商慣

行の是正」 などにつきまし て、格段のご配慮をお願いいたし ます。

■パート ナーシッ プの構築がカ ギです。

※「 パート ナーシップによる価値創造のための

　 転嫁円滑化施策パッケージ（ 内閣官房）」 の詳細は、

　 こ ちらでご確認く ださ い。

※「 標準的な運賃」の

　 詳細は、こちらで

　 ご確認く ださ い。

標準的な運賃

輸送コスト 燃料価格

燃料サーチャージ 価格変動

通常価格
燃料費

高騰！

単位 円 /ℓ

（ 出所）全日本ト ラック協会　 軽油価格調査　 スタンド 価格
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燃料サーチャ ージが
適用さ れる価格帯

燃料サーチャ ージは
適用さ れない価格帯

「 標準的な運賃」では、軽油の

基準価格が1 0 0 円 /ℓ に設定

燃料サーチャ ージの

導入など燃料費の上昇を

踏まえた運賃・ 料金の

見直し の協議を

拒んでいませんか？


